
 

保谷第一小学校建替え後の敷地内施設配置図（想定） 

 

保谷第一小学校の敷地については、学校施設個別施設計画に基づき、教育環境への影響や

複合化といったまちづくりの視点等を踏まえ、以下の図の配置を想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保谷第一小学校の施設配置】 

※複合施設が検討中であるとともに、施設整備に関する法令適合など未検証事項があるため、

下記については今後の検討イメージとして示しています。 

 

≪ 施設配置の基本的な考え方（想定）≫ 

▪ 校舎は敷地南側に配置する 

▪ 校舎は４階までの施設とする（日影に影響なし） 

▪ 150～２00ｍトラックが確保できる校庭を配置する 

▪ 校庭は水はけのよい舗装材を使用する 

▪ 屋内運動場（体育館）は校舎内に配置する 

▪ プールは廃止し、外部施設を利用する 

▪ 敷地北側の接道部分についてセットバックする （建築基準法） 

▪ 敷地内に約 1,700㎡以上の緑化を行う （東京における自然の保護と回復に関する条例） 

（西東京市人にやさしいまちづくり条例）（西東京市みどりの保護と育成に関する条例） 
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